
- 1 - 

＜平成２８年６月定例会議案概要＞ 

提出予定議案６件（人事議案１件、一般議案４件、補正予算議案１件） 

・第５６号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員島村憲子氏の任期満了（平成２８年９月３０日）に伴い後任委員候補者を推薦す

ることについて、議会の意見を求めるもの。 

《後任委員候補者》 

氏  名：島村憲子（しまむら・のりこ） 

略  歴：元越谷市立出羽小学校長

人権擁護委員 

・第５７号議案 越谷市議会議員及び越谷市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等 

       の公営に関する条例の一部を改正する条例制定について 

公職選挙法施行令の一部が改正されたことに伴い、選挙運動に係る公費負担の限度額を国に準

じて引き上げるもの。《公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙について適用》 

⑴ 選挙運動用自動車の使用 

 ① 自動車の借入れ  １日当たり 改正前：１５,３００円 → 改正後：１５,８００円 

 ② 燃  料  代  １日当たり 改正前： ７,３５０円 → 改正後： ７,５６０円 

⑵ 選挙運動用ビラの作成 

  １枚当たり 改正前：７円３０銭 → 改正後：７円５１銭 

⑶ 選挙運動用ポスターの作成 

 ① ポスター掲示場の数が５００以下の場合（１枚当たり） 

  改正前：（５１０円４８銭 × 掲示場数 ＋ ３０１,８７５円）÷ 掲示場数 
  改正後：（５２５円 ６銭 × 掲示場数 ＋ ３１０,５００円）÷ 掲示場数 

 ② ポスター掲示場の数が５００を超える場合（１枚当たり） 

  改正前：（２６円７３銭 ×（掲示場数 － ５００）＋５５７,１１５円）÷ 掲示場数 
  改正後：（２７円５０銭 ×（掲示場数 － ５００）＋５７３,０３０円）÷ 掲示場数 

【越谷市記者会見資料】
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・第５８号議案 越谷市消防署谷中分署建設工事（建築）請負契約の締結について 

⑴ 契約の目的：越谷市消防署谷中分署建設工事（建築） 

⑵ 契約の方法：総合評価一般競争入札による契約 

⑶ 契 約金額：５億９,９４０万円 

⑷ 履 行期限：平成２９年７月３１日 

⑸ 契約の相手方：髙元・猪又経常建設共同企業体 

⑹ 構造及び規模 

 事務所棟 車 庫 棟 訓練塔Ａ棟 訓練塔Ｂ棟 

構 造
鉄筋コンクリート造

２階建 
鉄骨造 
２階建 

鉄筋コンクリート造
６階建 

鉄筋コンクリート造
２階建 

規 模  １,００９.３５㎡   ６７４.４５㎡   ３３３.６５㎡   １６３.９４㎡ 

  《参考》電 気 設 備 ： 野口電気工事株式会社 １億４１１万２,０００円 
      給排水衛生設備 ： 株式会社ナカノヤ   ６,５０７万円 
      空気調和設備 ： 株式会社ナカノヤ   ４,２８７万６,０００円 

・第５９号議案 財産の取得について（消防緊急情報システム機器） 

⑴ 取得財産：消防緊急情報システム機器 一式 

⑵ 取得価格：４億６,４４０万円 

⑶ 契約の相手方：東日本電信電話株式会社 ビジネス＆オフィス営業推進本部埼玉法人営業部 

・第６０号議案 越谷第一ポンプ場電気設備改修工事委託に関する協定の締結について 

⑴ 委託の目的：越谷第一ポンプ場電気設備改修工事 

⑵ 委 託金額：２億４,８００万円 

⑶ 委 託期限：平成３０年３月３０日 

⑷ 委託の相手方：日本下水道事業団 

・第６１号議案 平成２８年度越谷市一般会計補正予算（第１号）について 


